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介護保険で利用できるサービス

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 介護保険制度パンフレット 平成30年4月

● 居宅介護支援（要介護の方）
居宅サービスなどを適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人の希望など
をもとに、居宅介護支援事業所がケアプランを作成し、サービス提供事業者との
連絡調整などを行います。

● 介護予防支援（要支援の方）
要支援状態の悪化防止や改善に重点を置き、利用者の自立に役立つ介護予防
サービスが提供されるよう、目標を定め、地域包括支援センターがケアプランを
作成します。

● 要介護、要支援とも、ケアプランは自分で作成することもできます。

介護保険で利用できるサービスにはさまざまな種類があります。
認知症の本人や家族自身が利用したいサービスを選びますが、どのサービスが
よいか迷ったときには、お住いの市区町村や地域包括支援センターなどに相談して
みましょう。

ケアプラン
の作成

家庭で受ける
サービス

施設などに
出かけて受ける
サービス

施設などで
生活しながら
受けるサービス

その他の
サービス

ケアプランの作成
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介護保険で利用できるサービス（つづき）

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 介護保険制度パンフレット 平成30年4月東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 介護保険制度パンフレット 平成30年4月

※定員18人以下の小規模通所介護が、「地域密着型通所介護」として、地域密着型サービスで提供されます。

＊地域密着型サービスであるため、事業所や施設がある
   市区町村の住民の利用が基本となります。

● 訪問介護
・要介護の方の利用
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄など日常生活上の介護や、調理や洗濯などの生活援助
を行います。
・要支援の方の利用
市区町村が実施する「介護予防・生活支援サービス事業」で提供されます。

● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護＊
ホームヘルパーや看護師などが、定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問したりして、
介護や療養上の世話などを行います。
【要支援の方は利用できません】

● 夜間対応型訪問介護＊
夜間に、ホームヘルパーなどが定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問したりして、介護
や身の回りの世話を行います。
【要支援の方は利用できません】

● 訪問入浴介護
家庭の浴室での入浴が困難な人を対象に、浴槽を家庭に持ち込むなどして入浴サービスを行います。

● 訪問看護
看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示に従って、療養上の世話や診療の補助などを行います。

● 訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、心身機能の維持回復と日常生活の自立に
向けた訓練を行います。

● 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが、通院困難な利用者の心身の状況や環境などを踏まえ、指導
や助言を行います。

家庭で受けるサービス ＊地域密着型サービスであるため、事業所や施設がある
   市区町村の住民の利用が基本となります。

● 通所介護、地域密着型通所介護＊（デイサービス）
・要介護の方の利用
施設に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能回復のための訓練・レクリエーションなどを行います。
また、口腔機能や栄養状態を改善するためのサービス、難病やがんの要介護者向けの､医療と連携
したサービスを提供する事業所もあります｡

・要支援の方の利用
市区町村が実施する「介護予防・生活支援サービス事業」で提供されます。

● 認知症対応型通所介護＊（デイサービス）
施設に通い、できるだけ居宅で自立した日常生活を営むことができるように、認知症高齢者に配慮した
介護や機能訓練を受けます。

● 通所リハビリテーション（デイケア）
医療機関や老人保健施設、介護医療院などに通い、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた
訓練を受けます。
また、口腔機能や栄養状態を改善するためのサービスを提供する事業所もあります。

● 短期入所生活介護（福祉系ショートステイ）
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴・食事などの日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
また、連続した利用は30日までとなっています。

● 短期入所療養介護（医療系ショートステイ）
医療機関や介護老人保健施設、介護医療院などに短期間入所し、医師や看護師等からの医学的管理
のもと、療養上の世話や日常生活上の介護、機能訓練を受けます。
また、連続した利用は30日までとなっています。

● 小規模多機能型居宅介護＊
身近な地域にある事業所で、主に通所により食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けます。
また、利用者の状態や希望に応じて、同じ事業所が宿泊や随時の訪問サービスを提供することで、
要介護度が重くなっても在宅での生活が継続できるように支援します。

● 看護小規模多機能型居宅介護＊
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスで、同じ事業所が「通い」「泊まり」「訪問
看護」「訪問介護」といった複数のサービスを提供することにより、医療ニーズの高い利用者も、在宅で
の生活が継続できるよう支援します。
【要支援の方は利用できません】

施設などに出かけて受けるサービス

介護予防・生活支援サービス事業とは？　参 考

要支援者などの多様な生活支援のニーズに対応するため、以前の介護予防訪問介護や介護予防通所介護
に相当するサービスに加えて、住民主体の支援なども含めて、多様なサービスを行います。 

①訪問型サービス
以前の介護予防訪問介護に代わるサービスで、ホームヘルパーが自宅を訪問して介護予防を目的とした
支援を行うほか、NPOや住民主体の組織が多様な生活支援を提供します。
②通所型サービス
以前の介護予防通所介護に代わるサービスで、デイサービスセンターなどが機能訓練などのサービスを
行うほか、NPOや住民主体の組織が集いの場を提供します。 　
③その他生活支援サービス
配食や見守りサービス、地域サロンの開催など、地域のニーズに合ったさまざまなサービスを提供します。
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介護保険で利用できるサービス（つづき）

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 介護保険制度パンフレット 平成30年4月東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 介護保険制度パンフレット 平成30年4月

＊地域密着型サービスであるため、事業所や施設がある
   市区町村の住民の利用が基本となります。

● 介護老人保健施設
病状が安定し、病院から退院した方などが、在宅生活に復帰できるよう、リハビリテーションを中心
とする医療ケアと介護を受ける施設です。
【要支援の方は利用できません】

● 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
常に介護が必要で、家庭での生活が困難な方が入所する施設です。食事や排泄など日常生活上の介護
や、身の回りの世話を受けます。
【要支援の方は利用できません】

● 地域密着型介護老人福祉施設＊（特別養護老人ホーム）
常に介護が必要で、家庭での生活が困難な方が入所する、定員30人未満の小規模な特別養護老人
ホームです。食事や排泄など日常生活上の介護や、身の回りの世話を受けます。
【要支援の方は利用できません】

● 認知症対応型共同生活介護＊（認知症高齢者グループホーム）
認知症高齢者が５～９人の少人数で共同生活を送りながら、家庭的な雰囲気の中で介護や身の回り
の世話を受けます。
【要支援1の方は利用できません】

● 特定施設入居者生活介護
介護保険の事業者指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで生活しながら介護を受けます。
なお、施設外の事業者からサービスを受ける「外部サービス利用型特定施設」もあります。

● 地域密着型特定施設入居者生活介護＊
介護保険の事業者指定を受けた、定員30人未満の小規模な有料老人ホームや軽費老人ホームなどで
生活しながら介護を受けます。なお、地域密着型特定施設の入居者は、要介護の方やその配偶者等に
限られ（介護専用型特定施設）、介護サービスを受けられるのは要介護の方のみとなります。
【要支援の方は利用できません】

● 介護療養型医療施設
比較的長期間にわたって日常的に医療ケアを必要とする方や、慢性期のリハビリテーション、介護を
必要とする方が入院する施設です。医学的管理のもと、療養上の世話や日常生活上の介護機能訓練
を受けます。
【要支援の方は利用できません】

● 介護医療院
長期療養を必要とする人が入所して日常的な医学管理や看取り・ターミナルケア等のサービスと日常
生活上の世話を受けます。 
【要支援の方は利用できません】

施設などで生活しながら受けるサービス
● 福祉用具貸与
・要介護2～5の方の利用
介護用ベッドや車いす、床ずれ防止用具など、在宅生活を支える道具が借りられます。 
・要介護1・要支援の方の利用 
生活機能の維持・向上に役立つ福祉用具（原則として、手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえ）に
限定して借りることができます。

● 福祉用具購入費の支給 
腰掛け便座や特殊尿器、入浴用いすなど、貸与になじまない福祉用具を、指定を受けた事業者から
購入した場合、その費用が支給されます。
利用者がいったん全額を支払った後、負担割合に応じて、支払った額の一部が介護保険から払い戻され
ます（支給額には限度があります）。 

● 住宅改修費の支給  
手すりの取付けや段差の解消など、小規模な住宅改修に要する費用が支給されます。
利用者がいったん全額を事業者に支払った後、負担割合に応じて、支払った額の一部が介護保険から
払い戻されます（支給額には限度があります）。 
＊住宅改修を行う前に市区町村へ住宅改修申請書等を提出する必要があります。詳細については
市区町村へお問い合せください。

その他のサービス
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